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事  務  連  絡 

令和４年８月 18日 

高齢者関係施設等 施設長 様 

         管理者 様 

神戸市福祉局介護保険課 

神戸市福祉局監査指導部 

 

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所のサービス継続について 

（お知らせ） 

 

 平素は本市介護保険事業の運営にご支援・ご協力を賜り、また、新型コロナウイルス感染症の対

応に日々努められていることに対し、厚く御礼申し上げます。 

現在の新型コロナウイルス感染症に伴い、以下の点を通知いたします。 

 

記 

 

１．「介護保険事業に伴う新型コロナウイルス感染拡大防止対策等の徹底」について(マニュアル) 

令和４年８月９日付で、一部改訂を行っています。 

※改訂箇所は以下のとおりです（P.1。下線部分）。 

1．感染防止に向けた取組 

(1)施設等における取組 

（面会） 

○ 具体的には、地域における発生状況や都道府県等が示す対策の方針等も踏まえるとともに、入所者及

び面会者の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮して、管理者が、オンライン面会などの対応も

検討すること。直接面会を実施する場合は、回数、人数の制限や感染防止対策を厳重に徹底すること。 

※詳しくは以下の URLを参照してください。 

「介護保険事業に伴う新型コロナウイルス感染拡大防止対策等の徹底について(マニュアル)」 

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/52893/2021122kansenkakudaiboshimanyuaru.pdf 

 

２．「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」に

ついて 

新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービスの提供では想定されない、

衛生用品の購入費用、消毒、清掃費用、割増賃金・手当等のかかり増し費用が発生した場合に、

利用者・職員に陽性者等が発生した事業者に対し補助を行う制度です。 

現在、事前協議（エントリー）受付中です（多数の事前協議（エントリー）に伴い、処理に時

間を要することがあります）。 

※詳しくは以下の URLを参照してください。 

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」 

https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/servicekeizokushienjigyo.html 

 

３．「サービス提供拒否の禁止」について 

介護サービス事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継

続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して継続的に提供されることが

重要です。 
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 各サービスの基準省令により、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできません。 

※国通知（抜粋）（令和３年２月８日付厚生労働省老健局高齢者支援課他事務連絡） 

「解釈通知において、提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の

現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業

の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困

難な場合とされています。」 

介護サービス事業所におかれましては、感染防止対策を徹底した上で、必要な介護サービスが

継続的に提供されるようお願いします。 

 

４．その他 

過去、国から通知された「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等

の臨時的な取扱いについて」は、下記の厚生労働省のＨＰでまとめて閲覧できます。 

※詳しくは以下の URLを参照してください。 

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについ

て」のまとめ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html 

 

【問い合わせ先】  

神戸市福祉局監査指導部 

（居宅通所指導担当）  078-322-6326 

（施設指導担当）    078-322-6242 

 


